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１類「粉状・泥状・粒状○「ＰＥＥＫ」の欧文字を横書きしてなり，指定商品を第

する登録商標に・液状・分散状プラスチック，その他の原料プラスチック」と

つき，当該商標は原料プラスチックに属するケトン系樹脂の１種を示す普通名称であ

るポリエーテルエーテルケトン（ ）の略称として取引者・需要者polyether ether ketone

の間に広く認識され，かつ，使用されていたものであり，また，当該商標をポリエー

テルエーテルケトン以外の商品に使用するときは，商品の品質について誤認を生じさ

せるおそれがあるから，商標法３条１項１号，４条１項１６号に違反して登録された

ものであるとして，その登録を無効とする審決が維持された事例

（関連条文）商標法３条１項１号，４条１項１６号

成 １類「粉状・泥状・Ｘは，「ＰＥＥＫ」の欧文字を横書きして り，指定商品を第

する登録商標粒状・液状・分散状プラスチック，その他の原料プラスチック」と

（以下「 ）の商標権者である。Ｙが本件商標につき無効審判を請求本件商標」という。

したところ，特許庁は，本件商標は，遅くともその登録査定時（平成１０年１０月２日）

polyetherにおいて，当該業界で樹脂のひとつである「ポリエーテルエーテルケトン」（

）の普通名称の略称を表すものとして取引者・需要者の間に広く認識され，かether ketone

つ，使用されていたものであり，また，本件商標をポリエーテルエーテルケトン以外の商

品に使用するときは，商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから，商標法３

条１項１号，４条１項１６号に違反して登録されたものであるとして，本件商標の登録を

無効とする審決をした。

そこで，Ｘは，審決の取消訴訟を提起し，ポリエーテルエーテルケトンは平成１０年９

月まで特許権により保護され，Ｘの前身であるＩＣＩ社ないしＸが独占的にポリエーテル

エーテルケトンの製造販売を行ってきたものであるから，「ＰＥＥＫ」はＸの製造販売に

係るポリエーテルエーテルケトン樹脂の商品名として取引者・需要者の間で認識されてい

たなどと主張して，審決の判断を争った。

本判決は，「ポリエーテルエーテルケトンが特許権の対象であってＩＣＩ社ないしＸの

みが製造販売を行っていたという事情があるとしても，そのことをもって，『ＰＥＥＫ』

がＸの商品を示す名称として取引者・需要者の間で認識されていたと直ちに認めることは

できない。‥‥‥従来からプラスチック業界では，合成樹脂について，これを構成する単

位化合物の名称を連結した本来の合成樹脂名に代えて，単位化合物の英文名称の頭文字を

組み合わせた略称を用いることが一般的に行われていたところ，これをポリエーテルエー



テルケトン（ ）に当てはめると『ＰＥＥＫ』となるのであって，プラpolyether ether ketone

スチック業界に何らかの関係を有する者がケトン系樹脂の１種を示す普通名称である『

』（ポリエーテルエーテルケトン）の語を見た場合には，その略称とpolyether ether ketone

して最初に想起する語が『ＰＥＥＫ』であるということができる。そうすると，仮に，『

ＰＥＥＫ』の語を最初に用いたのがＩＣＩ社であり，ポリエーテルエーテルケトンをＩＣ

Ｉ社ないしＸのみが製造販売していたとしても，『ＰＥＥＫ』の語が具体的な商品を離れ

て，ケトン系樹脂の１種であるポリエーテルエーテルケトンの略称としてエンジニアリン

グプラスチック関係者全般の間で広く用いられるのはごく自然なことであり，現にそのよ

うに使用されていたことは前記のとおりである。また，一般に，商取引において，商品の

出所については，商品の包装等に販売者，販売元等として会社名を記載することによって

表示することとし，商品の名称としては当該商品を示す普通名称をそのまま用いるという

例も少なくないことに照らせば，Ｘの商品に付された『ＰＥＥＫ』の表示を見た者が当該

表示をもって，その内容である物質の名称の略称と理解することは十分あり得ることであ

る（プラスチック業界において，『ＰＥＴ』『ＰＶＣ』『ＰＥＳ』等の語が樹脂の普通名

称の略称であることを知る者であれば，そのように理解することがむしろ自然である。）。

現に，前記( )において認定したように，ＩＣＩ社ないしＸの製造又は販売に係る商品を1

示す場合に『ＶＩＣＴＲＥＸ』，『ビクトレックス』，『“ＶＩＣＴＲＥＸ”ＰＥＥＫ』

又は『ビクトレックスＰＥＥＫ』の名称を用いている文献が少なくないのであって‥‥‥

このことからは，むしろＸの商品を示す名称としては『ＰＥＥＫ』の語では足りず，『Ｖ

ＩＣＴＲＥＸ』又は『ビクトレックス』の語を付することが必要な状況にあったと認めら

れるべきものである。」などと判示して，審決の判断を是認し，Ｘの請求を棄却した。


